
震災時等における仮貯蔵・仮取扱いの申請手続きの概要

東 日 本 大 震 災 に お い て 、 給 油 取 扱 所 等 の 危 険 物 施 設 が 被 災 し た こ と や 、 被 災 地 へ の 交 通 手 段

が 寸 断 さ れ た こ と 等 に よ り 、 ド ラ ム 缶 や 地 下 貯 蔵 タ ン ク か ら 手 動 ポ ン プ 等 を 用 い て の 給 油

や 、 危 険 物 施 設 以 外 の 場 所 で の 一 時 的 な 貯 蔵 な ど 平 常 と は 異 な る 対 応 が 必 要 に な り 、 消 防 法

第 10 条 第 １ 項 た だ し 書 き に 基 づ く 危 険 物 の 仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 い が 数 多 く 行 わ れ ま し た 。

そ こ で 、 岡 崎 市 に お い て 震 災 時 に 市 内 が 甚 大 な 被 害 を 受 け 、 交 通 手 段 が 十 分 に 確 保 で き な い

等 の 場 合 は 、 仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 い の 安 全 対 策 等 に 関 し て 、 事 前 に 消 防 機 関 と 協 議 の う え 計 画 書

を 提 出 し て お く こ と で 、 申 請 か ら 承 認 ま で の 手 続 き を 電 話 等 で 行 う こ と が で き る よ う に し ま

し た 。

趣 旨

仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 い と は

消 防 長 又 は 消 防 署 長 の 承 認 を 受 け る こ と に よ り 、 指 定 数 量 以 上 の 危 険 物 を １ ０ 日

以 内 の 期 間 、 仮 に 貯 蔵 し 、 又 は 取 り 扱 う こ と が で き る 制 度 で す 。

<写 真 提 供 ： 仙 台 市 消 防 局 ＞

実 際 に 行 わ れ た 例
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① 事 前 相 談 ・ 協 議

② 実 施 計 画 書 の 提 出

③ 消 防 本 部 に よ る 計 画 書 の 受 付 ・ 受 理

震災発生

④ 申 請 （ 来 庁 又 は 電 話 等 ）

⑤ 内 容 を 確 認 後 速 や か に 承 認

震 災 時 に 安 全 を 確 保 し た 上 で 迅 速 に 仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 い を 行 う た め に・・・

危 険 物 の 仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 い の 申 請 が 想 定 さ れ る 事 業 者 等 は 、 震 災 時 に 想 定 さ れ る 臨

時 的 な 危 険 物 の 貯 蔵 ・ 取 扱 い 形 態 、 こ れ に 応 じ て 講 じ る べ き 安 全 対 策 、 事 務 手 続 き

に つ い て 事 前 に 消 防 機 関 と 協 議 し 、 具 体 的 な 計 画 を 定 め て 計 画 書 を 提 出 し て お く こ

と で 、 申 請 か ら 承 認 ま で の 手 続 き を 電 話 等 に よ り 速 や か に 行 う こ と が で き ま す 。

危 険 物 施 設 に お け る 臨 時 的 な 危 険 物 の 貯 蔵 ・ 取 扱 い

危 険 物 施 設 に お け る 臨 時 的 な 危 険 物 の 貯 蔵 ・ 取 扱 い に つ い て は 、 設 備 の 故 障 等 に よ

る 代 替 機 器 の 使 用 、 非 常 用 電 源 や 手 動 機 器 の 活 用 等 が 想 定 さ れ ま す 。

危 険 物 施 設 に お い て 、 許 可 外 の 危 険 物 の 貯 蔵 ・ 取 扱 い が 生 じ る 場 合 や 異 な る 設 備 等

の 利 用 に つ い て は 、 消 防 法 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 許 可 や 資 料 提 出 書 の

届 出 が 必 要 と な り ま す 。

震 災 時 に こ れ ら の 計 画 が あ る 事 業 所 等 に あ り ま し て は 消 防 本 部 予 防 課 と 事 前 相 談 を

お 願 い し ま す 。

相 談 ・ お 問 合 せ 先

岡 崎 市 消 防 本 部 予 防 課 危 険 物 係

TEL 0564-21-9863


